
区西南部地域リハビリテーション支援センターの取り組みについて 

 

東京都地域リハビリテーション支援センターの概要（都福祉保健局 HPより） 

東京都はおおむね二次保健医療圏ごとに地域リハビリテーション支援センターを指定し、センター

を拠点に、地域で様々な形態で実施しているリハビリ事業を支援している。 

 

 

   

※出典：東京都保健福祉局 

 

◎地域リハ提供体制の強化 

１．理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士のリハビリ技術の底上げ 

２．リハにかかわる知識、技術情報の提供による在宅リハ支援事業所の支援 

 

◎訪問・通所リハの利用促進 

１．ケアマネジャーとのリハビリテーションにかかわる意見交換の場を提供 

２．ケアマネジャーに対しての知識・技術等に関する研修を実施 

 

◎地域リハ関係者の連携強化 

１．地域リハに関する課題等について、意見交換して情報共有を図り、地域リハにかかわるシス 

テム化を推進 

資料２



区西南部（渋谷・目黒・世田谷）については、初台リハビリテーション病院が事業を受託している。 

在宅総合ケアセンター成城が連携施設となり、世田谷区内の事業運営を行っている。 

 

 

2024年度 活動内容 

 

 

 

 

地域リハの定義 

地域リハビリテーションは、障害のある子どもや成人・高齢者とその家族が、住み慣れたところで、

一生安全に、その人らしく生き生きとした生活ができるよう、保険・医療・福祉・介護及び地域住民

を含め生活にかかわるあらゆる人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行

う活動のすべてを言う。 

 

 

 

 

 

2025年 2月 26日（水） 区西南部地域リハビリテーション支援センター 世田谷事務局 佐藤庸平 

研  修  名 日  時 地 域 

介護従事者必見！ 

安全・安楽移乗介助～入浴環境・ベッドサイド） 
5／24（金） 世田谷区 

食べる力をみんなで支えよう！ 7／25（木） 世田谷区 

多職種のアセスメントを知ろう 9／27（金） 世田谷区 

当事者のこころを動かしその人らしい生活づくりを支援する 

～「活動と参加」の促進 
11／20（水） 世田谷区 

講演会能登半島地震における災害リハ支援活動 

～住み慣れた地域が壊れたとき、要配慮者に必要なリハとは何か～ 
2／28（金） 3区合同 



区西南部地域リハビリテーション支援センター世田谷 

2024 年度活動報告 
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介護従事者必見！安全・安楽移乗介助～入浴環境・ベッドサイド～ 

5 月 24 日（金） 対面にて 

食べる力をみんなで支えよう！ 

7 月 25 日（木） オンラインにて 
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多職種のアセスメントを知ろう 

9 月 27 日（金） 対面にて 

当事者のこころを動かしその人らしい生活づくりを支援する 

～「活動と参加」の促進～ 

11 月 20 日（水）オンラインにて 



2024 年度 総勢 138 名の参加 
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